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　村では、村税の滞納額縮減と収納率の向上を目指し、１２月を「村税滞納整理強化月間」とし税収確保に
努めています。　
　村税は私たちが安心して健康に暮らすために、福祉や保険といった社会保障、ごみ処理、教育、道路整備
など、さまざまな事業を進めるうえで大切な財源ですので、期限内に納付をお願いします。納期が過ぎても
未納の方は速やかに納付してください。
　災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や多重債務などにより村税
の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず放置せずに早めにご相談ください。一括納付が難しい場合
には、納付できない理由をお聞かせください。
　納期限が過ぎても未納の方には、督促状や電話・文書などで催告を行います。
　また、村税などの滞納が続くと納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ延滞金が加算されます。大多
数の人が納期内に納付されている中で、再三納付の催告をしているにも関わらず滞納を続ける人には、税負
担の公平性や村民としての負担の義務を果たしていただくため、財産調査（金融機関、勤務先等）、財産の
差押などの滞納処分を執行することになります。

◆問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

～納期限内納付にご協力をお願いします～～納期限内納付にご協力をお願いします～
１２月は「村税滞納整理強化月間」１２月は「村税滞納整理強化月間」
～納期限内納付にご協力をお願いします～

１２月は「村税滞納整理強化月間」

健康運動サポーターと運動しましょう！！

１２月　３日（火）

１２月１０日（火）

１２月１７日（火）

開催日時 内　　容

ユ　ニ　カ　ー　ル

シャフルボード

場　　所

公民館２階第３研修室

平林会館３階大集会室

◆対　象　者　２０歳以上の村内在住の方
◆持　ち　物　上靴（12/3のみ）、水分補給ができるもの、タオル等
◆そ　の　他　託児あり　※申し込みは不要です。
◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

○ユ ニ カ ー ル : カーリング屋内でも手軽に楽しめるようにと、スウェーデンで考案されたニュースポー
　　　　　　　　　ツです。氷の代わりに滑りやすいカーペットの上で合成樹脂製のストーンを使ってゲ
　　　　　　　　　ームを行います。
○シャフルボード : 細長い杖（キュー）で円盤（ディスク）を押し出し、コート内に描かれた得点区域にディ
　　　　　　　　　スクを留めて得点を競うニュースポーツです。

午前９時３０分～１１時
（受付：午前９時２０分～）

　ニュースポーツ「ユニカール」と「シャフルボード」を行う運動教室を開催します。運動する仲間づくり
や、運動習慣を付ける良い機会ですので、ぜひご参加ください。親子での参加も大歓迎です。  
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災害を受けた場合の税務手続等について
　災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けること
により、その理由のやんだ日から２か月以内の範囲でその期限が延長されます。 
　この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。また、申告等と同時に申請いただくことが
可能ですので、状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください。
　なお、期限の延長の申請は、来署して申請していただく以外にも、郵送又は e-Tax により申請していただ
くことができます。

令和元年分　収支内訳書の作成等説明会の開催について
　仙台北税務署では、白色申告者の方を対象とした「収支内訳書の作成等説明会」を下記の日時で開催します
ので、ご都合の良い会場にお越しください。
　なお、開始時間の３０分前に開場します。

※ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。

１２月１７日（火）
１２月１８日（水）
１２月１９日（木）
１２月１７日（火）
１２月１８日（水）
１２月１９日（木）

午前１０時～正午

午後２時～４時
午後１時３０分～３時３０分
午後１時３０分～３時３０分

仙台銀行ホール　イズミティ２１（小ホール）
太白区文化センター　楽楽楽ホール
仙台中税務署（１階第一会議室）
仙台銀行ホール　イズミティ２１（小ホール）
太白区文化センター　楽楽楽ホール
仙台中税務署（１階第一会議室）

月　　日区分 時　　間 会　　場

事
業
所
得

不
動
産
所
得

・確定申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書
等作成コーナー」をご利用いただくと大変便利です。当ホー
ムページで作成した申告書データは、インターネットを介し
て e-Tax（イータックス）送信するか、印刷して書面申告書
として税務署に提出することができます。

・令和元年分確定申告では、マイナンバーカード対応のスマ
ホでマイナンバーカードを読み取るか、従来どおり税務署か
ら発行を受けた「ＩＤ」と「パスワード」を利用することで、
大変混み合う申告書作成会場に出向くことなく、いつでもど
こでもスマホ申告ができます。また、「スマホ専用画面」の
利用可能手続が大幅に拡大し、例えば、給与（年末調整未済、
２ヶ所以上にも対応）・公的年金・雑・一時所得がある皆様
には、全ての所得控除に対応できるようになるなど、便利に
ご利用いただくことができます。

・申告書作成会場の開設期間は、令和２年２月１７日（月）
から３月１６日（月）です。２月１６日（日）以前は、令和
元年分の確定申告書を作成するための会場は設置しませんの
で、申告書作成会場開設期間に来場いただきますようお願い
します。

令和元年分確定申告に関するお知らせ

　公売とは、国税局又は税務署が
差し押さえた財産を滞納国税に充
てるため、広く不特定多数の買受
希望者を募り、売却することをい
います。
　原則として、どなたでも公売へ
の参加が可能です。
　土地、建物といった不動産のみ
ならず、宝飾品、美術品、家電製品、
自動車など、さまざまな種類の財
産を公売しています。
　各国税局・税務署に入札書をご
提出いただく方法のほか、自宅の
パソコンやスマートフォンなどで
入札する「インターネット公売」
に参加する方法があります。
　詳しくは公売情報ホームページ
をご覧ください。
（www.koubai.nta.go.jp）

参加してみませんか？参加してみませんか？
国税庁の公売国税庁の公売

参加してみませんか？
国税庁の公売

仙台北税務署よりお知らせ　　　問い合わせ先　仙台北税務署　☎２２２－８１２１


